
中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告 

平成 22年８月４日 

 

１ はじめに 

  平成 22 年度の地域別最低賃金額改定の目安については、累次にわたり会議を開催し、目安額に

ついてそれぞれ真摯な議論が展開されるなど、十分審議を尽くしたところである。 

 

２ 労働者側見解 

労働者側委員は、勤労者の所得格差が拡大し、生活そのものに困難を極める人たちが拡大してい

ることを指摘し、ナショナルミニマムとして「生活できる最低賃金水準」を早急に確立することが

必要不可欠と指摘した。 

また、日本経済は、アジアを中心とした輸出入の回復によって景気回復の兆しが見られるものの、

配分構造は歪んだままであり、雇用や消費関連の指標の改善は見られず、内需は弱いままとなって

いる。今後、日本経済が回復へと向かうためには、勤労者生活の安心・安定を確保し、個人消費の

落込みに歯止めをかけ、消費拡大へ反転させる必要があると主張した。 

さらに、最低賃金の水準は一般労働者の賃金実態からみて依然として低く、先進国の中ではもっ

とも低い水準となっており、賃金の底上げにつながる最低賃金を確立することが急務となっている

と主張した。 

次に、雇用戦略対話において、最低賃金の具体的な目標金額の水準について合意がなされたこと

を高く評価し、政労使による初めての目標金額の水準の確認であり、極めて重い合意であると主張

した。   

こうした状況を踏まえれば、雇用戦略対話の合意に掲げられた目標の達成に向け、着実な一歩と

なる目安を具体的に示すことが必要であると主張した。具体的には、勤労者生活や最低賃金の現状

を踏まえれば、本年度をスタートとして３年程度でこの目標を実現することが必要であり、とりわ

け 800円との乖離が大きいＣ、Ｄランクについて、この目標を踏まえた大幅な引上げを行うべきで

あると最後まで強く主張した。 

また、生活保護との乖離解消については、最低賃金法上も要請されており、生活保護との乖離があ

る地域においては、一気に解消することを強く求めると主張した。 

 

３ 使用者側見解 

使用者側委員は、日本経済は、着実に持直しの動きが続いているが、設備投資に力強さが見られ

ないなど、民間主導の自律的な景気回復過程に入っているとは言い難い状況にあり、とりわけ、中

小零細企業の多くは、いまだに景気回復の実感すら持てないところが多いのが実態であると主張し

た。 

また、完全失業率は４カ月連続の上昇となり、有効求人倍率も依然として低水準であり、雇用情

勢も依然として厳しい状況が続いていると主張した。 

さらに、雇用戦略対話における合意については、数値目標の部分だけでなく、その前提条件であ

る事項（経済成長、中小企業の生産性、中小企業支援策）のすべてをパッケージとして合意された

ものであり、数値目標だけ取り出して検討できない。とりわけ、「2020年度までの平均で、名目３％、

実質２％を上回る成長」が重要であるが、当面、この達成は極めて困難である。また、中小企業の

生産性は停滞ないしマイナス傾向にあり、中小企業の具体的な支援策は未だ決まっていない。こう

した状況の中で、最低賃金だけを引き上げれば、中小零細企業にもたらす影響は測りしれず、企業

 



の存続をおびやかすだけでなく、地域の雇用情勢の更なる悪化を招くおそれがあると最後まで強く

主張した。 

以上の点を踏まえれば、今年度の目安審議に当たっては、全てのランクでマイナスとなっている

賃金改定状況調査結果を十分に踏まえて議論を行うべきであり、経済成長の前提を満たしていない

だけでなく、パッケージとして合意された事項のいずれも達成されていない現状においては、とり

わけＣＤランクの大幅な引上げは困難であると主張した。 

また、生活保護との乖離解消については、生活保護の基準年度の変更により、乖離額が拡大し、

再び乖離が生じた。乖離額が拡大した地域については、地域の経済状況や賃金の分布状況を踏まえ

ながら、昨年同様に乖離解消の方法について見直しが必要と主張した。また、乖離額の変動問題に

ついては、今後、早急に検討を行うべきと主張した。 

 

４ 意見の不一致 

 本小委員会としては、これらの意見を踏まえ目安を取りまとめるべく努めたところであるが、労

使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。 

 

５ 公益委員見解及びこれに対する労使の意見 

  公益委員としては、賃金改定状況調査結果を重要な参考資料とするとともに、地域別最低賃金と

実際の賃金分布との関係にも配慮しつつ、加えて、生活保護に係る施策との整合性にも配慮するこ

ととする規定が新たに加えられた最低賃金法改正法の趣旨及び雇用戦略対話における最低賃金の

引上げに関する合意（平成 22 年６月３日 雇用戦略対話第４回会合。以下「雇用戦略対話合意」

という。）を踏まえ、平成 20年度の公益委員見解で示した、一定の前提の下での生活保護と最低賃

金との比較（直近データによる比較は、別添グラフ参照。）を行い、また、上記の労使の小規模企

業の経営実態等への配慮及びそこに働く労働者の労働条件の改善の必要性に関する意見等にも表

れた諸般の事情を総合的に勘案し、公益委員による見解を下記１のとおり取りまとめた。なお、公

益委員としては、雇用戦略対話合意については、できる限り早期に全国最低800円を確保すること、

経済成長、中小企業の生産性、中小企業支援策の実施状況に配慮すべきものと考える。 

  本小委員会としては、地方最低賃金審議会における円滑な審議に資するため、下記１を公益委員

見解として同審議会に示すよう総会に報告することとした。 

  また、審議の際の留意点等に関し、下記２以下のとおり示し、併せて総会に報告することとした。  

なお、下記の公益委員見解については、労使双方ともそれぞれ主張と離れた内容となっていると

し、不満の意を表明した。また、使用者側の全部は、下記１の公益委員見解を地方最低賃金審議会

に示すよう総会に報告することは適当でないとの意見を表明した。 

さらに、雇用戦略対話合意において、当該合意における最低賃金引上げの目標の円滑な達成を支

援するため、最低賃金引上げにより最も影響を受ける中小企業に対する支援等の取組を講じること

を検討すべきとされており、本小委員会としては、政府において必要な検討が行われることを要望

する。また、行政機関が民間企業に業務委託を行っている場合に、年度途中の最低賃金改定によっ

て当該業務委託先における最低賃金の履行確保に支障が生じることがないよう、発注時における特

段の配慮を要望する。 

 

記 

（以下、別紙１と同じ） 


